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【次第】
７：００ 開会

７：１０ 成城地区地区街づくり計画（素案）の説明

１ 成城地区地区街づくり計画策定までの経緯

２ 成城地区地区街づくり計画（素案）のあらまし

３ 今後の予定

７：４０ 意見交換

８：３０ 閉会

８：３０～８：４５ 個別相談

８：４５ 閉場 2



【地域整備方針における
成城地区の位置づけ】

砧地域のアクションエリア
のひとつとして指定（平成
27年4月）
〇「成城憲章を踏まえ、国
分寺崖線やまちなかの
ゆとりあるみどりの保全
と創出を基本とする成城
らしさに溢れた街並みを
継承し、いつまでも住み
続けられる街づくりを進
めます。」

❏成城地区の位置付け～都市整備方針等～

世田谷区都市整備方針
【平成26年改定】

砧地域整備方針
【平成27年改定】

世田谷区全体の街づくりの
将来像や基本方針を示す

うち、砧地域のまちの姿や、
地区の特性を踏まえた身近
な街づくりの方針を示す

成城地区地区街づくり
計画
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地区街づくり計画とは ●「地区街づくり計画」は、世
田谷区街づくり条例に基
づく、地区（身近な生活圏
等）を対象とする計画。

●地区の街づくりの目標や
基本方針および街づくりの
ルールなどを定める。

●地区住民等の提案（「地区
街づくり計画原案」）に基
づいて、世田谷区が策定。

●「街づくり誘導地区」に指
定されると、建築等の事前
の届け出が義務づけられ
ます。
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地区街づくり計画策定の経緯

平成27年 まちづくり協議会設立

平成28年５月～ まちづくり協議会と区案の検討 （６回）

平成28年12月 地区街づくり計画（素案）説明会

本日

平成27年 世田谷区都市整

備方針において、成城１～９
丁目を「アクションエリア」に
指定

平成23年 成城憲章を、世

田谷区街づくり条例に基づく
「区民街づくり協定」に登録

平成14年 成城憲章策定

平成26年 成城ビジョン2014策定

平成28年5月 地区街づくり計画（原案）を
区に提出
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地区街づくり計画の構成

地区整備計画

地区街づくり計画

街づくりの基本的な目標・考え方

・地区住民等が遵守（じゅんしゅ）すべ
き建築や緑に関するルール

・区として建築行為等を誘導する
具体的基準

取り組むべき街づくりの基本方針

地区のマスタープラン

街づくりの目標

街づくりの方針
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街づくりの目標・方針の対象区域

●「街づくりの目標」「街づ
くりの方針」の対象区域
は、成城地区１丁目から
9丁目全域とする。
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地区整備計画の対象区域

●「地区整備計画」の対
象区域は、成城地区
全域から、既存地区
計画区域を除いた区
域とする。

成城八丁目
地区地区計
画の区域

西部地域成
城地区地区
計画の区域

成城学園前
駅地区地区
計画の区域

大蔵地区地区計画
の区域

西部地域喜
多見・成城
地区地区計
画の区域
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街づくりの目標・方針の対象区域 地区整備計画の対象区域
白抜き（地区計画区域）を除く

成城八丁目
地区地区計
画の区域

西部地域成
城地区地区
計画の区域

成城学園前
駅地区地区
計画の区域

大蔵地区地区計画
の区域

西部地域喜
多見・成城
地区地区計
画の区域
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変更前

成城学園前駅周辺地区
地区街づくり計画の変更

変更後
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成城地区
地区街づくり計画（素案）のあらまし

❏街づくりの目標

【成城憲章の趣旨、地区街づくり計画（原案）の「計画の目標」を尊重】

●世田谷区都市整備方針（第二部地域整備方針）に則って
●良好な住環境・自然環境の維持保全を基調とし、
●学園都市として文化の香り高い、
●地区住民の自治と共生の精神ではぐくまれる、

「緑とゆとりに包まれた公園のような環境をもつまち」
を目指し、街づくりを推進する。
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❏街づくりの方針（新しい所有者等へ継承させるよう努める）

【土地利用の方針】

以下の土地利用区分により、
住環境等の保全を図る。

１ 低層住宅地区
２ 住宅地区

３ 西部地域（喜多見・成城地区）
・国分寺崖線周辺地区

４ 西部地域（成城地区）地区
５ 文化・教育地区
６ 成城学園前駅周辺地区
７ 成城八丁目地区
８ 大蔵地区
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１ 低層住宅地区

本地区の象徴である良好な住
環境及び緑環境の維持保全を
図るため、制限を行う。また、地
区の西側の湧水保全重点地区
では、みどりの保全及び創出に
より湧水の涵養に努める。
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２ 住宅地区

集合住宅や大規模建築物が
主体となる中層住宅と低層住
宅をもつ住宅市街地として、新
規の建築物と既存の建築物に
よる成城らしい街並みの形成
を図る。また、国分寺崖線が
位置する区域については、み
どりの保全を図る。
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３ 西部地域（喜多見・成城地区）・国分寺
崖線周辺地区

世田谷西部地域喜多見・成城地
区地区計画が定められている地
区であり、基盤整備と併せて、住
宅と農・緑地が調和する地区とす
る。また、世田谷のみどりの生命
線といわれる国分寺崖線の緑の
保全を図る。みどりやみずの環境
を守るために、既存の樹木・水源
の保全、建築の更新に併せた新
たな緑化等の方策を講じる。特別
緑地保全地区・特別保護区・保存
樹木・保存樹林地・市民緑地・小さ
な森制度等を活用しながら自然環
境の保全や再生に努める。
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４ 西部地域（成城地区）地区

世田谷西部地域成城地区地区
計画が定められている地区であ
り、基盤整備と併せて、住宅と農
・緑地が調和する地区とする。
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５ 文化・教育地区

本地区の文化・教育拠点を文
化・教育地区として位置づける。

文化の香り高い地域を支える
大規模施設として地域交流の
活発化のための有効利用を図
る。
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６ 成城学園前駅周辺地区

住宅市街地「成城」の玄関に
ふさわしい駅周辺の商店街と
良好な住環境を持つ住宅地と
が調和した、成城らしい市街地
の形成を図る。
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７ 成城八丁目地区

建替が完了した住宅団地と低
層住宅が共存する緑豊かで良好
な住宅環境に配慮した市街地の
形成を図る。
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８ 大蔵地区

後背地の住環境に配慮しつつ、
商業地と住宅地が調和した街
並みを誘導する。
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【道路・交通施設の整備の方針】

交通安全を重視し、道路の機能に応
じた安全性の確保や生活環境への影
響の低減を図るとともに、ユニバーサ
ルデザインの視点に立った整備・改
善に努める。

また、自転車走行帯の設置や路面
標示の充実に努める。

１ 都市計画道路及び主要生活道路
等

２ 地先道路等の安全確保
３ 道路整備の推進

４ 散策ルート（「歩きぬたネットワー
ク」）の整備

※ユニバーサルデザイン
年齢や障害・能力の如何に
かかわらず、すべての人が利
用できる施設、製品、情報の
デザインをいう。

なお、「バリアフリー」は、高
齢者や障がい者にとってのバ
リア（障壁）を除くことをいい、
ユニバーサルデザインの概念
に含まれる。
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１ 都市計画道路及び主要生活道路等

① 補助第２１７号線及び補
助第５２号線は良好な住宅
地内の幹線道路と位置づけ
、自動車交通による生活環
境への影響や歩行者・自転
車交通に配慮した整備に努
める。
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１ 都市計画道路及び主要生活道路等

② 主要生活道路及び幅
員６ｍを超える道路は、
歩行者や自転車交通の
安全確保に努めるととも
に、交通量の多い交差
点では、交通安全対策
に努める。また、街路樹
整備検討路線では、街
路樹によるみどりの創出
や電線類の地中化等、
街並み景観整備の必要
性を検討する。
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２ 地先道路等の安全確保

交通安全を考慮して、自転車走行ルールの徹底、交差点
や坂道・通学路の安全確保、避難ルートの確保、街路灯の
設置等に努める。
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３ 道路整備の推進

① 駅周辺の既存道路の改良整備、南口駅前小広場の整
備及び駅西口交通広場の整備等を行い、誰もが安全で快
適な道路・交通環境の整備を進める。

② 狭あい道路については、建築基準法に基づき、建て替え
に併せて道路空間の確保を進める。また、門や塀は建て
替え等にあわせて後退し、角敷地（隅角が120度以上の場
合を除く）では敷地の隅を頂点とする長さ２ｍを有する二等
辺三角形の部分の隅切り設置を誘導する。
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４ 散策ルート
（「歩きぬたネットワークの」）の整備

砧地域健康づくり行動計画重点プロジェクト（歩きぬた）に
おいて地区内で指定されている散策ルート等の案内サイン
の整備や沿道敷地での垣又はさくの生け垣化や緑化及び休
憩スペースの設置などにより、より魅力的な散策ルートとし
て「歩きたくなるみちづくり」のネットワーク化を進める。

また、野川・仙川沿いの遊歩道の
活用を図る。これらは成城学園前
駅等で表示するなど周知・普及に
努める。
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みどりに包まれた住環境を形
成し、豊かな自然環境の保全
・整備を図る。

１ まちなかの広場・公園
２ まちなかのみどり空間
３ 湧水・地下水の涵養・保全
４ みず空間の保全・再生

成城地区の豊かなみどり
（緑被地分布図
資料：世田谷区 平成23年）

【みどりとみずの整備の方針】
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１ まちなかの広場・公園

気楽に利用でき簡単なスポーツや遊びができるよう、未利
用地等を活用して広場や公園の確保に努める。

28



２ まちなかのみどり空間

特別緑地保全地区、特別保護区、緑地協定などの指定が
ある地区の保全及び普及啓発を図る。また、保存樹木・保存
樹林地は、保全するように努める。

国分寺崖線周辺では、みどりの確保や生態系の保全につ
ながる緑地の確保に努める。また、市民緑地や小さな森制
度の活用などにより、住民利用が可能となる緑地の確保拡
大に努める。

また、駅前広場にシンボルツリーの植樹を進めるとともに、
まちなかで規模の大きい緑空間の創出に努める。
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３ 湧水・地下水の涵養・保全

国分寺崖線の湧水や地下水を涵養・保全するために、湧
水保全重点地区をはじめとして、本地区内での道路及び建
築物の敷地内においては、雨水の河川等への流出を抑制す
るための施設（浸透地下埋設管、浸透ます、透水性舗装、浸
透側溝、貯留施設など）の整備に努める。

４ みず空間の保全・再生

本地区が豊かな水資源に恵まれていることを活かして、野
川・仙川の河川をはじめ、既存の湧水や池・水路等について
、防災及び生物多様性に配慮した保全・再生と普及啓発に
努める。また、駅前広場等における地域の特性を生かした空
間整備について、必要性も含めて関係機関と検討する。
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４ みず空間の保全・再生

神明の森みつ池

喜多見不動堂
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【建築物等の整備方針】

良好な住環境を保全するため、建築物等の規制誘導を以下
のように進める。

※後半の「地区整備計画」における具体的な規制と関連

１ 敷地の細分化の制限
２ 建築物の高さ
３ 敷地内のみどりの保全
４ 建築物の隣地境界からの後退
５ 集合住宅の制限
６ 大規模開発と街並みとの調和
７ 街並み景観の配慮
８ 国分寺崖線をもつ街としての配慮
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１ 敷地の細分化の制限

成城憲章制定時（平成１４年）
の平均的な敷地規模を維持し、
ゆとりある住環境の保全のため
に、敷地規模は250㎡以上を確
保するよう努める。

２ 建築物の高さ

第一種低層住居専用地域で総合設計制度等による高さ制
限の緩和を活用せず、第一種低層住居専用地域の高さ制限
を遵守する。その他の用途地域では、建築物が周辺環境と
調和するように配慮する。
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３ 敷地内のみどりの保全

① まちの魅力でもある緑に包まれた庭づくりのため、敷地
内の既存樹木(特に高木)の保全に努めるとともに、垣又は
さくの生け垣化や植栽の配置の工夫により、道路からの視
認性の高い部分の緑化を積極的に進め、周辺の緑との連
続性を確保するように努める。

② みどりの基本条例に基づき緑化を行う。なお、屋上緑化
や壁面緑化は緑化面積に算入しないものとし、できる限り
地上部での確保を基本とする。
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４ 建築物の隣地境界からの後退

良好な住環境確保のため、建築物は、地下構造物等も含
め、隣地境界からの適切な後退距離を確保する。

５ 集合住宅の制限

建築主は、周辺に影響が大きい長
屋建て住宅等の集合住宅や管理人
不在の短期滞在型の集合住宅・ワン
ルームマンションの建築を控える。ま
た、住生活基本計画における居住面
積水準を確保するよう努める。
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６ 大規模開発と街並みとの調和

大規模敷地での建築や開発にあたっては、事業者は隣接
住民等に対して事前説明を行うものとする。また、みどりの
保全や確保、低層住宅地との街並みの調和、開発等に伴い
発生する交通の適切な処理に努める。

７ 街並み景観の配慮

建築物や看板等の工作物は、本地区の落ち着いた街並み
景観に配慮する。生け垣以外の道路に面した垣さく等の通
風性を確保するとともに、壁面後退を行い後退部分の緑化
に努める。
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８ 国分寺崖線をもつ街としての配慮

西部地域・国分寺崖線周辺地区及び湧水保全重点地区で
は、自然環境に配慮し、地下室利用の建築物は制限する。
また、水源の保全や雨水の流出抑制のために、雨水浸透や
雨水貯留の施設設置を行う。
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【その他生活環境の維持・管理等の方針】

生活環境の維持・管理等の方針については、区と地区住民
等が協力し、土地・建物等の所有者や管理者へ維持・管理
等における意識の向上に努めるととともに、必要に応じて適
切な指導・助言を行うものである。

１ 環境美化対策の充実
２ 民有地のみどりの管理への助け合い
３ 空き家・空き地の管理
４ 駐車場の周辺環境への配慮
５ 地区の安全配慮に向けた取り組み
６ 道路空間の確保
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１ 環境美化対策の充実

ごみやタバコのポイ捨て、犬の糞等の処理、電柱や沿道の
壁面等への過度な広告看板について、地区住民等は、良好
な生活環境を保全するため自らが規範となる行動を示すとと
もに、これらの意識啓発の周知を図る。

２ 民有地のみどりの管理への助け合い

樹木等の所有者の高齢化に伴うみどりの保守・管理等の
課題についての対応は、地区住民等相互で協力して解決し
ていく。
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３ 空き家・空き地の管理

戸建て住宅や集合住宅の空き家や空き地の所有者及び管
理者は、防災や防犯上の安全確保のため、適切な管理を行
うものとする。

４ 駐車場の周辺環境への配慮

月極駐車場や時間貸し駐車場等の設置者は、近隣や街並
み景観に配慮し、色彩の配慮、看板等の抑制、過度な夜間
照明を抑制、隣接地に配慮した緩衝の緑化、雨水浸透施設
の設置等に努める。
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５ 地区の安全配慮に向けた取り組み

本地区が「緑とゆとりに包まれた公園のような環境をもつま
ち」であり、歩行者・自転車交通に配慮することの意識啓発
のために、地区内の主要な出入り口部での表示を含めて、
交通安全配慮等に向けた周知の方法について関係機関と
検討する。また、地区住民等は自転車走行ルールを遵守す
る。
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６ 道路空間の確保

道路は、花壇を設けたり、プランター、自動車、バイク、自
転車等を置いたりせず、平常時の緊急車両の通行の妨げと
ならないようにする。
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街づくりの方針図
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●対象区域

❏地区整備計画
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●建築物等の用途の制限

｢集合住宅」の種類
※建築基準法の上での定義
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住宅の建て方 地区整備計画での制限

共同住宅 住戸専用面積：25㎡以上
寄宿舎 居室の面積7㎡以上

長屋

住戸数
３戸まで

住戸専用面積25㎡以上 ※１

住戸数
４戸以
上

３戸までは25㎡
以上、４戸以上
の住戸部分は
住戸専用面積
40㎡以上

隣地境界
線から１
ｍ以上の
外壁後退
※２

道路に接
する長さ
4ｍ未満
の敷地

住戸数は１２戸まで ※３

住戸数１３戸以上の場合
は、隣地境界線から１.５ｍ
以上の外壁後退 ※４

建築物等の用途に関する制限の概要
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※１ 長屋建て３戸までの場合
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※２ 長屋建て４戸以上の場合
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※３ 接道長４ｍ未満の場合：１２戸まで
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※４ 接道長４ｍ未満で、１３戸以上の場合：
隣地からの外壁後退１.５ｍ以上
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成城地区の敷地規模の現状

50㎡未満
50㎡以上
100㎡未満

100㎡以上
125㎡未満

125㎡以上
150㎡未満

150㎡以上
200㎡未満200㎡以上

250㎡未満

250㎡以上
300㎡未満

300㎡以上
500㎡未満

500㎡以上
125㎡未満
18.7％

125㎡以上
250㎡未満
45.7％
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敷地規模の分布現況

平成23年 世田谷区土地利用現況
調査
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●建築物の敷地面積の最低限度

「街づくりの方針」の「建築物等の整備方針」
１.敷地の細分化の制限
成城憲章制定時（平成14年）の平均的敷地規模を維持し、ゆとりある
住環境の保全のために、敷地規模は250㎡以上を確保するよう努める。

対象地区 敷地規模の
最低限度

例外

低層住宅
地区、住
宅地区

１２５㎡ ・既存の敷地が125㎡未満の場合
・公共事業への協力で、敷地が

125㎡未満となった場合
・公共事業に伴う代替地の場合

文化・教
育地区

２５０㎡
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●樹木等による緑化の最低限度

２５０㎡未満の敷地の場合など、以下の緑化基準以上の緑化を行う。ただし、既存
樹木や保存樹木の活用により、緑の維持保全上有効と認められる場合はこの限り
でない。

条件 基準 敷地面積 緑化

新たに（決定告示日以降）建築
する場合

緑化基準Ⅰ 敷地面積１２５㎡以
上１５０㎡未満

中木３本、
準高木２本

緑化基準Ⅱ 敷地面積１５０㎡以
上２００㎡未満

中木４本、
準高木２本

緑化基準Ⅲ 敷地面積２００㎡以
上２５０㎡未満

中木７本、
準高木２本

その他の場合
・既存敷地面積が125㎡未満
・公共事業への協力により125
㎡未満となった場合

・公共事業に伴う代替地の場
合

緑化基準Ⅳ 敷地面積１００㎡未
満

中木２本

緑化基準Ⅴ 敷地面積１００㎡以
上１２５㎡未満

中木３本
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中木

準高木

準高木と中木の高さの目安
（世田谷区緑の基本条例より）

準高木
2.5ｍ以上4ｍ未満

中木
1.0ｍ以上2.5ｍ未
満
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●建築物等の高さの最高限度

●壁面等の位置の制限

１ 外壁面から隣地境界までの距離
は０.５ｍ以上とする。
２ 機械式駐車場は、外壁(最大突
出部）から道路及び隣地境界まで
１ｍ以上とする。 隣地境界からの壁面の距離

0.5m以上0.5m以上

低層住宅地区：１０ｍ

【低層住宅地区においては、以下の緩和制度を適用しない】
⇒高さの緩和 ：1,000㎡以上の敷地で、一定の空地等を有する場合、

高さ制限を緩和できる制度（建築基準法第５５条第２項）
⇒総合設計制度：一定規模以上の敷地において、総合的な計画の場合、

高さ制限等を緩和できる制度（建築基準法第５９条の２)
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●建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

１ 建築物等の屋根又は外壁の形態、色彩及び意匠は、落ち着
いた街並み景観に配慮したものとする。

２ 建築物等の屋上には広告塔、看板等これに類するものは設
置してはならない。その他、点滅する電飾の広告塔や看板類は
設置してはならない。

屋上の広告塔、看板等

電飾の看板類等
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３ 出窓、からぼり（ドライエリア）、その他これらに類するものが、
「壁面等の位置の制限」の規定により、建築物の外壁又はこれ
に代わる柱等を設けることができないこととなる敷地の部分に突
出する形状としてはならない。

４ 建築物と連続する門又は塀の面から道路境界までの距離は
０.５ｍ以上とし、通風性が確保される形状とする。

道路境界までの距離：0.5ｍ以上

通風性の確保された形状

●建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

58



●垣又はさくの構造の制限

道路に面して垣又はさくを設ける場
合は、生垣又はフェンスに沿って緑化
したものとする。ただし建築敷地の地
盤面から高さ０．６ｍ以下の部分はこ
の限りではない。

●狭あい道路の整備促進

狭あい道路のセットバック
部分は、道路空間とし、平常
時の緊急車両の妨げとなら
ないようにする。

ブロック塀、石塀等は
高さ0.6ｍ以内

生垣・フェンス編等

セットバック部分

幅員４ｍ

幅員４ｍ未満の狭あい道路
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●その他駐車場等の設置の制限

月極駐車場や時間貸し駐車場等の設置について、以下のよ
うに制限する。

１ 看板類を設置する場合は、街並み景観に配慮し、点滅す
る電飾の看板類は設置しない。また、過度な夜間照明は抑
制するものとする。

２ 雨水浸透施設の設置や隣接地
に配慮した緩衝の緑化を行うと
共に、その敷地が１５０㎡以上
の場合は、その敷地が道路に
接する長さの１/２以上の接道緑
化を行うものとする。

道路

道路に接する長さの1/2以上の接道緑化

駐車場
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平成29年4月 「街づくり誘導地区」指定

地区街づくり計画策定～今後の予定～

平成28年12月 街づくりニュースNo.１ 計画（素案）のお知らせ

平成28年12月 計画（素案）説明会の開催

平成29年3月 街づくりニュース№２ 計画（案）のお知らせ

平成29年3月 計画（案）説明会の開催

平成29年4月 地区街づくり計画決定・告示

※街づくり誘導地区に指定されると、建築等の事前の届け出が義務づけられます。

本日
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ご清聴ありがとうございました
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